
都市計画提案制度の手続きフロー

計画提案者 都市計画課

事前相談

①都市計画提案書の提出

②提案要件の確認

③要件が適合しない旨及

び理由を通知

④書類の補正

⑤日高市として都市計画決定（変

更）の必要性を判断⑥判断結果及び理由を通

知

⑧地元説明会

公聴会等

⑦資料作成

説明会への出席等

⑨都市計画案作成への協

力
⑩都市計画案の作成

⑪都市計画案の縦覧

⑫意見書の提出（任意）

⑰提案者に結果及び理

由の通知

⑯都市計画審議会に意

見聴取

⑬都市計画審議会に

付議

⑮提案者に結果及び理

由の通知

⑭都市計画決定（変

更）告示

不適合

補正要求

不必要

法21の2

法21の2-3

要領5-3

要領5-2

要領7-1
法21の3、要領6

法16の1

法21の3

法17-1

法19-1

法21の4

法20

要領7-2

法21の5-1

法21の5-2

適合

必要


